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公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
の
多
様
化
に
関
す
る
日
独
比
較
研
究

原
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は

じ

め

に

第
一
章

日
独
に
お
け
る
任
用
・
勤
務
形
態
の
多
様
化

第
二
章

ド
イ
ツ
に
お
け
る
短
時
間
勤
務
官
吏
拡
大
の
経
緯

お

わ

り

に

は

じ

め

に

一

二
〇
〇
一
（
平
一
三
）
年
の
省
庁
再
編
後
、
急
速
に
進
む
か
に
見
え
た
内
閣
官
房
行
政
改
革
推
進
事
務
局
主
導
の
公
務
員
制
度

改
革
は
、
法
案
提
出
直
前
ま
で
至
り
な
が
ら
、
二
〇
〇
三
（
平
一
五
）
年
七
月
九
日
に
開
催
さ
れ
た
自
民
党
・
行
革
推
進
本
部
及
び
関

係
三
部
会
合
同
部
会
に
お
い
て
、
同
事
務
局
が
一
部
の
国
会
議
員
に
の
み
議
事
進
行
等
の
資
料
を
配
付
し
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
た

め
、
一
端
出
直
し
の
格
好
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
四
（
平
一
六
）
年
末
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
今
後
の
行
政
改
革
の
方
針
（
新
行
政
改

1
革
綱

」
の
な
か
で
は
、
能
力
等
級
制
度
に
基
づ
く
人
事
評
価
制
度
の
試
行
（
二
〇
〇
五
（
平
一
七
）
年
度
〜
）
が
決
定
さ
れ
た
ぐ
ら
い
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で
、
能
力
等
級
制
度
の
導
入
を
柱
と
す
る
国
家
公
務
員
法
改
正
は
見
通
し
が
立
た
な
い
状
況
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
間
、
日
本
の
公
務
員
制
度
に
関
し
て
、
大
変
興
味
深
い
、
し
か
し
Ｎ
Ｐ
Ｍ
を
背
景
と
し
た
能
力
・
実
績
主
義
的
な
改
革

と
は
切
り
離
さ
れ
て
進
め
ら
れ
て
き
た
改
革
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
を
多
様
化
す
る
改
革
で
あ
る
。

二

か
か
る
改
革
は
、
地
方
公
務
員
制
度
調
査
研
究
会
（
事
務
局：

旧
自
治
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
）
に
よ
る
報
告
書
「
地
方
自

治
・
新
時
代
の
地
方
公
務
員
制
度

地
方
公
務
員
制
度
改
革
の
方
向

」

一
九
九
九
（
平
一
一
）
年
四
月
。
以
下
、

報
告
書
１
」
と
略
）

を
皮
切
り
に
議
論
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、

分
権
型
社
会
に
お
け
る
地
方
公
務
員
の
任
用
制
度
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
検
討
会
」

事
務
局：

旧
自
治
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
）
に
よ
る
検
討
を
受
け
て
、

地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法

律
」

二
〇
〇
二
（
平
一
四
）
年
五
月
公
布
）
が
施
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
検
討
会
の
報
告
書
「
分
権
型
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
地
方

公
務
員
の
多
様
な
任
用
制
度
の
実
現
に
向
け
て
」

二
〇
〇
二
（
平
一
四
）
年
。
以
下
、

報
告
書
２
」
と
略
）
も
公
表
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

構
造
改
革
特
区
に
関
し
て
地
方
自
治
体
（
例
え
ば
、
長
野
県
、
埼
玉
県
志
木
市
・
鴻
巣
市
・
春
日
部
市
・
上
尾
市
、
神
奈
川
県
小
田
原
市
）

か
ら
寄
せ
ら
れ
た
公
務
員
の
多
様
な
任
用
・
勤
務
形
態
に
つ
い
て
の
要
望
は
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は
特
区
制
度
で
は
な
く
法
制
度
改

正
に
よ
る
対
応
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
要
望
は
、
地
方
公
務
員
制
度
調
査
研
究
会
に
よ
る
報
告
書
「
分
権
新
時
代
の
地
方

公
務
員
制
度

任
用
・
勤
務
形
態
の
多
様
化

」

二
〇
〇
三
（
平
一
五
）
年
。
以
下
、

報
告
書
３
」
と
略
）
を
経
て
、
二
〇
〇
四
（
平
一

六
）
年
の
「
地
方
公
務
員
法
改
正
」
及
び
「
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
改
正
」
と
し
て
、
全
国

的
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

今
回
の
改
正
の
中
心
は
、
⑴
こ
れ
ま
で
基
本
的
に
は
正
規
職
員
と
非
常
勤
職
員
と
い
う
二
類
型
し
か
な
か
っ
た
任
用
・
勤
務
形
態
を

拡
大
し
、
任
期
付
き
採
用
職
員
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
任
期
付
き
短
時
間
勤
務
職
員
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
、
⑵
現
行
制

度
で
は
育
児
・
介
護
以
外
は
フ
ル
タ
イ
ム
（
週
四
〇
時
間
）
勤
務
で
あ
っ
た
制
度
を
一
部
改
正
し
、
修
学
の
た
め
の
部
分
休
業
を
認
め
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る
と
と
も
に
、
定
年
ま
で
五
年
以
内
の
職
員
の
部
分
休
業
を
認
め
る
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。
こ
の
二
種
類
の
制
度
の
創
設
に
よ
り
、

公
務
員＝

任
期
の
定
め
な
し
、
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
」
と
い
う
従
来
の
シ
ン
プ
ル
な
図
式
が
見
直
さ
れ
、
任
期
や
勤
務
形
態
（
と
り
わ

け
勤
務
時
間
）
に
つ
い
て
多
様
な
公
務
員
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

任
用
・
勤
務
形
態
に
関
す
る
地
方
公
務
員
制
度
改
正
の
動
き
は
、
国
家
公
務
員
制
度
の
改
正
を
も
促
す
こ
と
に
な
っ
た
。
人
事
院
に

置
か
れ
た
「
多
様
な
勤
務
形
態
に
関
す
る
研
究
会
」
は
、
二
〇
〇
四
（
平
一
六
）
年
七
月
に
「
公
務
部
門
に
お
け
る
勤
務
時
間
制
度
の

弾
力
化
・
多
様
化
に
つ
い
て
〜
中
間
取
り
ま
と
め
〜
」
を
公
表
し
、
常
勤
職
員
と
し
て
の
短
時
間
勤
務
制
の
導
入
や
各
種
現
行
制
度
の

運
用
見
直
し
に
つ
い
て
意
見
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。
仄
聞
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
同
研
究
会
の
報
告
書
は
二
〇
〇
五
（
平
一
七
）

年
夏
に
も
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

三

さ
て
、
前
述
し
た
報
告
書
３
で
も
一
部
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
の
多
様
化
に
つ
い
て
は
、
諸

外
国
に
お
い
て
も
興
味
深
い
先
例
が
み
ら
れ
る
（
例
え
ば
、
稲
継
二
〇
〇
四；

下
井
二
〇
〇
五；

山
本
二
〇
〇
四；

川
田
一
九
九
九

。
し
か

し
、
公
務
員
の
「
非
典
型
雇
用
（u

n
o
rth
o
d
o
x
 
em
p
lo
y
m
en
t

」
の
現
状
及
び
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
か
な
り
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

が
あ
る
（O

E
C
D
 
1999

。
こ
れ
は
、
能
力
・
実
績
主
義
型
の
公
務
員
制
度
改
革
に
関
し
て
、
各
国
の
制
度
改
正
の
方
向
性
に
共
通
・

類
似
す
る
も
の
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
と
は
非
常
に
対
照
的
で
あ
る
（
例
え
ば
、
実
績
給
の
導
入

。

こ
こ
で
、
議
論
を
整
理
す
る
た
め
、
デ
ア
リ
ー
ン
（D

erlien 1999 ：
15

）
に
依
拠
し
な
が
ら
任
用
・
勤
務
形
態
の
多
様
化
に
つ
い
て

の
各
国
比
較
を
可
能
に
す
る
分
類
軸
を
設
定
し
て
み
よ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
公
務
員
の
非
典
型
雇
用
は
以
下
の
諸
点
で
類
型
化
で
き
る

と
い
う
。

・
フ
ル
タ
イ
ム
の
雇
用
か
そ
れ
と
も
短
時
間
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
）
の
雇
用
か

・
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
か
そ
れ
と
も
期
間
の
定
め
あ
る
雇
用
か
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・
法
的
地
位
の
差
異
。
例
え
ば
、
戦
前
の
日
本
で
い
え
ば
官
吏
か
非
官
吏
（
雇
員
、
傭
人
）
か

・
幹
部
級
公
務
員
か
そ
れ
と
も
通
常
の
公
務
員
か

し
か
し
、
第
三
点
目
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
場
合
、
戦
後
の
公
務
員
制
度
改
革
で
公
務
員
集
団
の
な
か
で
の
法
的
地
位
の
差
異
が
解

消
さ
れ
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
、
今
日
的
観
点
か
ら
み
て
、
公
務
員
の
法
的
地
位
に
関
す
る
過
度
の
一
元
化
が
望
ま
し
い
か
ど
う
か
は
別
問
題
で

あ
る

。
加
え
て
、
国
に
よ
っ
て
は
、
両
者
の
法
的
地
位
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
果
た
し
て
い
る
機
能
が
か
な
り
重
複
し
て
い

る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
第
三
点
目
の
類
型
は
、
日
本
と
の
比
較
分
析
の
俎
上
に
載
せ
に
く
い
。
さ
ら
に
、
第
四
点
目
は

公
務
員
制
度
の
な
か
で
も
特
殊
な
問
題
で
あ
り
、
通
常
の
公
務
員
の
非
典
型
雇
用
と
は
切
り
離
し
て
論
ず
べ
き
内
容
が

2
多
い
。
し
た

が
っ
て
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
、
第
一
点
目
と
第
二
点
目
に
着
目
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

四

そ
こ
で
、
第
一
点
目
と
第
二
点
目
と
い
う
二
つ
の
軸
を
用
い
れ
ば
、
任
用
・
勤
務
形
態
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
表
１
の
通
り

と
な
る
。
こ
れ
ま
で
公
務
員
の
通
常
の
任
用
・
勤
務
形
態
に
お
け
る
典
型
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
①
で
あ

り
、
各
国
に
お
い
て
今
後
と
も
公
務
に
従
事
す
る
一
定
数
以
上
の
公
務
員
が
こ
こ
に
属
す
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
か
ろ
う
。
そ
の
た

め
、
各
国
が
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
の
多
様
化
を
進
め
る
場
合
、
大
別
し
て
、
⑴
①
に
加
え
て
、
②
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
で
あ
る
が

任
期
の
定
め
が
あ
る
公
務
員
の
類
型
を
創
設
し
そ
の
普
及
を
図
る
か
、
そ
れ
と
も
⑵
①
に
加
え
て
、
③
任
期
の
定
め
は
な
い
が
パ
ー
ト

タ
イ
ム
勤
務
の
公
務
員
の
類
型
を
創
設
し
そ
の
普
及
を
図
る
か
、
と
い
う
二
つ
の
方
向
性
が

え
ら

3
れ
る
。
本
稿
で
は
、
②
の
類
型

を
、
短
期
間
の
限
定
つ
き
で
有
能
な
人
材
を
外
部
か
ら
調
達
す
る
と
い
う
意
味
で
「
助
っ
人
（
外
国
人
）
型

、
そ
し
て
③
の
類
型
を
、

人
材
を
内
部
で
育
成
し
つ
つ
も
、
個
人
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
や
家
庭
生
活
等
に
配
慮
し
て
勤
務
時
間
を
短
縮
す
る
と
い
う
意
味
で
「
Ｄ
Ｈ

型
」
と
、
便
宜
的
に
名
付
け
て
お
き
た
い
。

4

立教法学 第69号（2005)



五

日
本
の
場
合
、
第
一
章
に
て
詳
述
す
る
よ
う
に
、
Ｄ
Ｈ
型
よ
り
助
っ
人
型
に
重
点
を
置
い
た
制
度
改

正
及
び
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
比
較
行
政
的
に
い
え
ば
、
助
っ
人
型
よ
り
は
Ｄ
Ｈ
型
に
重
点
を

お
い
た
制
度
改
正
及
び
運
用
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
い
る
国
も
存
在
す
る
。
そ
の
典
型
例
が
ド
イ
ツ
で
あ

る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
以
前
よ
り
、
官
吏
（B
ea
m
te

）
に
関
し
て
短
時
間
勤
務
（T

eilzeita
rb
eit

）
の
制
度
が

存
在
し
て
い
た
が
、
一
九
九
七
年
に
連
邦
官
吏
法
が
改
正
さ
れ
、
職
務
上
支
障
が
な
い
限
り
連
邦
官
吏
は
特

別
の
理
由
が
な
く
て
も
短
時
間
勤
務
の
申
請
が
可
能
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
要
件
の
定
め
の
な
い
短
時
間
勤

務
官
吏
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
官
吏
及
び
事
務
員
（A

n
g
estellte

・
労
務
者
（A

r-

b
eiter

）
を
含
め
れ
ば
、
短
時
間
勤
務
を
選
択
し
て
い
る
公
勤
務
員
の
割
合
は
、
全
体
の
二
五
％
を
上
回
る
。

他
方
で
、
日
本
で
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
任
期
付
採
用
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
は
か
な
り
慎
重
で
あ
り
、
特

別
な
場
合
を
除
い
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

六

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
執
政
部
を
担
う
政
治
家
と
命
運
を
と
も
に
す
る
政
治
的
任

4
命
職
が
少
な
く
、

か
つ
、
官
民
の
人
材
の
流
動
性
が
低
い
両
国
に
お
い
て
、
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
に
つ
い
て
重
点
の
置

き
方
が
異
な
っ
て
き
た
の
は
な
ぜ
か
を
探
る
こ
と
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
に
関

す
る
改
革
は
、
各
国
独
自
の
経
済
的
・
社
会
的
背
景
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
（
各
国

の
状
況
に
つ
い
て
は
、
参
照
、F

a
rn
h
a
m
&
H
o
rto
n 2000 ；

O
E
C
D
 
1999

。
そ
の
た
め
、
特
定
の
パ
ラ
メ
ー

タ
を
用
い
て
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
に
関
す
る
各
国
間
の
差
違
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
世
界
的
な
潮
流
と
な
っ
て
い
る
能
力
・
実
績
主
義
的
な
公
務
員

制
度
改
革
と
の
関
係
に
着
目
し
て
任
用
・
勤
務
形
態
の
多
様
化
の
改
革
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
で
、
上
述

し
た
差
違
を
説
明
し
て
み
た
い
。

表 1：公務員の任用・勤務形態の類型化

任期の定めなし 任期の定めあり

フルタイム勤務 ① ②（助っ人型)

パートタイム勤務 ③（DH型) ④

5
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公
務
員
の
多
様
な
任
用
・
勤
務
形
態
に
関
し
て
は
、
近
年
、
法
改
正
の
影
響
を
受
け
て
、
海
外
の
制
度
が
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
ま
た
、
日
本
の
地
方
公
務
員
制
度
に
お
け
る
任
用
・
勤
務
形
態
を
一
層
多
様
化
さ
せ
る
必
要
性
を
説
く
文
献
も
登
場
し
た

（
例
え
ば
、
西
村
二
〇
〇
四

。
し
か
し
、
各
国
間
で
比
較
可
能
な
デ
ー
タ
を
用
い
た
研
究
や
、
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
に
関
す
る

各
国
間
の
対
応
の
差
違
に
つ
い
て
分
析
し
た
研
究
は
、
管
見
の
限
り
皆
無
で
あ
る
。

論
述
の
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
、
日
独
に
お
け
る
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
の
制
度
と
実
態
と
を
そ
れ
ぞ
れ
記
述
し
、
両
国
が
公

務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
に
関
し
て
異
な
る
対
応
を
選
択
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
（＝

第
一
章

。
そ
の
上
で
、
公
務
員
の
任

用
・
勤
務
形
態
に
つ
い
て
の
改
革
が
能
力
・
実
績
主
義
的
な
公
務
員
制
度
改
革
と
連
動
し
て
い
た
か
否
か
が
、
両
国
の
対
応
に
決
定
的

な
差
違
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
（＝

第

5
二
章

。

第
一
章

日
独
に
お
け
る
任
用
・
勤
務
形
態
の
多
様
化

⑴

日
本
に
お
け
る
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
の
多
様
化

一

日
本
で
は
、
つ
い
最
近
ま
で
、
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
の
多
様
化
に
つ
い
て
は
極
め
て
消
極
的
な
立
場
を
貫
い
て
き
た
。

表
１
で
い
え
ば
、
日
本
の
場
合
、
①
の
類
型
以
外
に
属
す
る
公
務
員
は
制
度
上
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
例

外
（
但
し
、
外
国
人
に
適
用
さ
れ
る
制
度
を
除
く
）
と
し
て
は
、
定
年
退
職
者
の
再
任
用
（
国
家
公
務
員
法
八
一
条
の
四
、
地
方
公
務
員
法
二

八
条
の
四

、
常
勤
職
員
の
任
期
を
定
め
た
任
用
（
人
事
院
規
則
八

一
二

、
大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
、
が
存
在
し
て
い

た
く
ら
い
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
年
、
表
１
に
お
け
る
①
の
類
型
以
外
の
任
用
・
勤
務
形
態
を
許
容
す
る
法
改
正
及
び
運
用
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の

特
徴
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
表
１
に
お
け
る
③
の
類
型
よ
り
も
②
の
類
型
に
相
当
す
る
制
度
改
正
が
先
行
し
、
か
つ
制
度
利
用
が
進
ん

で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
法
律
が
二
〇
〇
〇
（
平
一
二
）
年

6
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表 2：国における一般職の任期付職員の採用状況

採用者数 累計採用者数

2002（平14）年度 81 144（16府省)

2003（平15）年度 101 245（17府省)

（人事院2004b；人事院2003)

表 3：地方公共団体における一般職の任期付任用に関する条例制定状況

条例制定

済団体数
％

条例制定検

討中団体
％

条例制定の予

定ない団体
％

都道府県 46 97.9 1 2.1 0 0

政令市 4 30.8 3 23.1 6 46.1

市区町村 70 2.3 248 8 2,792 89.7

計 120 3.8 252 8 2,798 88.2

（藤巻2004)

表 4：地方公共団体における一般職の任期付職

員の採用状況

採用団

体数
％

採用

人数

都道府県 33 70.2 86

政 令 市 0 0 0

市区町村 26 0.8 35

計 59 1.9 121

(藤巻2004)
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に
、
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
法
律
が
二
〇
〇
二
（
平
一
四
）
年
に
成
立
し
、
一
定
の
実
績
を
積
み

重
ね
て
い
る
（
参
照
、
表
２
〜
４

。
こ
の
実
績
は
、
国
・
地
方
レ
ヴ
ェ
ル
と
も
に
、
任
期
付
職
員
の
総
数
自
体
は
特
段
に
多
く
は
な
い

も
の
の
、
当
該
制
度
が
浸
透
し
、

高
度
の
）
専
門
的
な
知
識
・
経
験
ま
た
は
優
れ
た
識
見
を
一
定
期
間
活
用
し
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ

が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
を
分
野
別
に
み
れ
ば
、
国
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
弁
護
士
・
公
認
会
計

士
、
Ｉ
Ｔ
関
係
や
原
子
力
保
安
、
地
方
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
Ｉ
Ｔ
関
係
、
医
療
、
福
祉
、
観
光
振
興
や
産
業
振
興
の
分
野
が
目
立
つ
と
い

う
。二

他
方
、
表
１
の
③
に
相
当
す
る
任
用
・
勤
務
形
態
は
、
二
〇
〇
四
（
平
一
六
）
年
の
地
方
公
務
員
法
改
正
に
お
い
て
、

修
学

部
分
休
業
」

地
公
法
二
六
条
の
二
）
及
び
「
高
齢
者
部
分
休
業
」

地
公
法
二
六
条
の
三
）
と
し
て
初
め
て
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、

無
原
則
に
短
時
間
勤
務
職
員
制
度
が
使
わ
れ
る
と
、
人
事
管
理
が
複
雑
に
な
り
す
ぎ
る
と
い
う
意
見
も
あ
る
」

報
告
書
３
）
と
い
う

こ
と
で
、
今
回
は
、
地
方
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
包
括
的
な
短
時
間
勤
務
公
務
員
の
制
度
化
が
見
送
ら
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
先
立
つ
報

告
書
２
で
も
、
一
般
的
な
短
時
間
勤
務
職
員
（
任
期
の
定
め
な
い
短
時
間
勤
務
職
員
の
採
用
を
認
め
る
場
合
と
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職

員
か
ら
任
期
の
定
め
の
な
い
短
時
間
勤
務
職
員
へ
の
移
行
を
認
め
る
場
合
の
双
方
を
含
む
）
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
慎
重
論

が
大
勢
を
占
め
て
い
た
。

・
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
か
ら
の
転
換
に
よ
る
任
期
の
定
め
の
な
い
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
は
、
相
当
長
期
間
常
勤

職
員
に
部
分
休
業
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
民
間
の
勤
務
条
件
と

衡
の
と
れ
た
も
の
に
な
る
の
か

・
現
行
の
非
常
勤
職
員
は
任
期
の
定
め
の
な
い
採
用
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
任
期
の
定
め
の
な
い
職
員
は
、
専
務
的
に
職
務
に

従
事
し
、
様
々
な
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
通
じ
て
長
期
的
に
人
材
育
成
さ
れ
な
が
ら
、
日
々
生
じ
る
諸
課
題
に
迅
速
か
つ
的

8
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確
に
対
応
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
地
方
公
共
団
体
の
人
事
管
理
の
実
情
や
民
間
を
含
め
た
雇

用
慣
行
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
任
期
の
定
め
の
な
い
短
時
間
勤
務
職
員
と
い
う
勤
務
形
態
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
乏
し
く
、
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
勤
務
形
態
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か

・
非
常
勤
職
員
は
、
様
々
な
業
務
に
従
事
す
る
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
（
長
期
継
続
雇
用
職
員
）
と
異
な
り
、
特
定
の
業

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
任
期
の
定
め
の
な
い
短
時
間
勤
務
職
員
を
採
用
す
る
と
、
社
会
経

済
情
勢
が
急
激
に
変
化
す
る
中
で
、
行
政
ニ
ー
ズ
の
変
化
に
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る

こ
の
点
に
関
し
、
す
で
に
言
及
し
た
、
人
事
院
・
多
様
な
勤
務
形
態
に
関
す
る
研
究
会
「
中
間
取
り
ま
と
め
」
で
は
、
恒
常
的
な
長

時
間
勤
務
を
極
力
解
消
・
軽
減
す
る
な
ど
運
用
上
の
提
言
と
と
も
に
、
育
児
を
行
う
職
員
に
つ
い
て
「
常
勤
職
員
と
し
て
の
短
時
間
勤

務
制
を
導
入
す
る
こ
と
が
必
要
」
と
い
う
提
言
も
行
っ
て
い
る
（
人
事
院
二
〇
〇
四
ａ

。
し
か
し
、
こ
の
提
言
が
最
終
的
に
制
度
改
正

に
至
る
か
ど
う
か
は
暫
く
置
く
と
し
て
も
、
こ
の
提
言
は
、
育
児
や
介
護
と
い
っ
た
一
定
の
前
提
条
件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
に
短
時
間

勤
務
職
員
を
認
め
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
点
は
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
（
二
〇
〇
五
（
平
一
七
）
年
第
一
〇
回
（
五
月
一
一
日
）
会
議
）

に
お
い
て
民
間
議
員
が
提
唱
し
た
「
時
短
型
公
務
員
（

6
仮
称

」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
で
も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
家
公
務
員
法
に

先
ん
じ
て
法
律
改
正
が
行
わ
れ
た
地
方
公
務
員
法
に
つ
い
て
、
国
の
動
向
に
準
じ
て
常
勤
職
員
と
し
て
の
（
任
期
の
定
め
の
な
い
）
短

時
間
勤
務
職
員
を
創
設
す
る
改
正
を
さ
ら
に
行
う
か
ど
う
か
も
未
知
数
で

7
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
段
階
と
し
て
は
、
国
・
地
方
と
も

に
、
表
１
の
③
に
つ
い
て
の
改
革
は
、
②
に
比
べ
れ
ば
時
間
的
に
も
遅
く
、
ま
た
制
度
拡
充
や
制
度
利
用
も
進
ん
で
い
な
い
こ
と
が
分

か
ろ
う
。
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⑵

ド
イ
ツ
に
お
け
る
官
吏
の
任
用
・
勤
務
形
態
の
多
様
化

一

ド
イ
ツ
に
お
け
る
多
様
化
し
た
官
吏
の
任
用
・
勤
務
制
度
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
引
用
し
た
幾
つ
か
の
文
献
（
川
田
一
九
九

九；
山
本
二
〇
〇
四
）
が
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
制
度
の
概
略
は
簡
潔
に
記
述
す
る
に
と
ど
め
、
そ
の
実
態
に

つ
い
て
よ
り
立
ち
入
っ
て
検
討
し
た
い
（
以
下
、
主
と
し
て
、B

M
I 2001a

；
B
M
I 2002 ；

H
ein
em
a
n
n 2002

に
拠
る

。

さ
て
、
ド
イ
ツ
の
官
吏
制
度
に
つ
い
て
は
、
官
吏
大
綱
法
（B
ea
m
ten

rech
tsra

h
m
en
g
esetz

）
の
大
綱
的
規
律
の
も
と
で
連
邦
レ

ヴ
ェ
ル
で
は
連
邦
官
吏
法
（B

u
n
d
esb

ea
m
ten

g
esetz

、
州
・
地
方
自
治
体
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
各
州
官
吏
法
等
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
。
た

だ
、
ボ
ン
基
本
法
に
は
、
官
吏
の
勤
務
関
係
を
「
公
法
上
の
勤
務
・
忠
誠
関
係
」
と
す
る
条
項
が
存
在
す
る
（
三
三
条
四
項

。
ま
た
、

官
吏
の
勤
務
関
係
に
つ
い
て
は
「
職
業
官
吏
の
伝
統
的
諸
原
則
（h

erg
eb
ra
ch
te G

ru
n
d
sa
tze d

es B
eru

fsb
ea
m
ten

tu
m
s

」
に
基
づ

い
て
規
律
さ
れ
る
べ
し
と
す
る
規
定
が
あ
る
（
同
五
項

。
こ
の
概
念
に
は
様
々
な
要
素
が
含
ま
れ
う
る
が
、
官
吏
が
原
則
と
し
て
任

期
の
定
め
の
な
い
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
こ
か
ら
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
任
期
付
官
吏
（B

ea
m
te a

u
f Z

eit

）
は
、
連
邦
官
吏
法
上
、
一
般
的
規
定
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
五
条
四
項
）
が
、

実
際
に
は
、
連
邦
官
吏
法
等
に
お
い
て
、
特
別
な
職
に
つ
い
て
例
外
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
例：

連
邦
会
計
検

査
院
長
官
・
次
官

。
し
た
が
っ
て
、

一
般
的
な
期
限
付
官
吏
の
活
用
は
、
現
行
連
邦
官
吏
制
度
の
下
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
」

川
田

一
九
九
九
（
三

：

九
三
）
と
い
っ
て
よ
か

8
ろ
う
。

そ
の
後
、
一
九
九
七
年
に
お
け
る
公
勤
務
法
制
度
の
改
正
に
お
い
て
、
州
官
吏
が
管
理
職
に
就
く
際
に
ま
ず
任
期
を
付
し
う
る
旨
の

規
定
が
官
吏
大
綱
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
（
一
二
ｂ
条
、
再
任
可
（
計
一
〇
年
ま
で

、
二
回
目
の
任
期
満
了
後
は
生
涯
職
官
吏
と
す
る
こ
と
が

原
則

。
し
か
し
、
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
に
こ
れ
を
導
入
す
る
提
案
は
、
連
邦
政
府
か
ら
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
連
邦
政
府
の
こ
の

消
極
的
態
度
の
背
景
に
は
、
官
吏
大
綱
法
に
創
設
さ
れ
た
任
期
付
官
吏
制
度
が
連
邦
本
省
で
い
え
ば
課
長
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
適
用
が
予

定
さ
れ
て
お
り
、
既
存
の
制
度
（
す
で
に
触
れ
た
「
政
治
的
官
吏
（p

o
litisch

e B
ea
m
te

、
原
則
と
し
て
連
邦
本
省
局
長
（B

-9

）
以
上
に
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適
用
）
の
射
程
距
離
を
超
え
て
、
時
の
政
権
に
よ
る
筋
違
い
な
（sa

ch
frem

d

）

換
言
す
れ
ば
、
党
派
的
な

影
響
が
行
政
内

部
に
及
ん
で
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
に
よ
る
（B

T
-D
ru
ck
sa
ch
e 13 /3994

。

二

他
方
で
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
官
吏
制
度
史
の
一
端
が
「
短
時
間
勤
務
を
正
当
化
す
る
判
断
基
準
の
度
重
な
る
拡
大
」

S
ied
en
to
p
f 2003 ：

86

）
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
今
日
、
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
の
官
吏
に
は
、
法
制
定
時
期
の
異
な
る
三
種
類
の

短
時
間
勤
務
制
が
存
在
す
る
。

①

家
族
政
策
に
よ
る
短
時
間
勤
務
（
一
九
六
九
年
〜
、
連
邦
官
吏
法
七
二
ａ
条
四
項

：

当
初
は
母
親
に
つ
い
て
育
児
の
た
め

の
短
時
間
勤
務
だ
け
が
許
容
さ
れ
て
い
た
が
、
後
に
男
性
及
び
要
介
護
者
が
い
る
場
合
に
も
拡
大
さ
れ
た
。

②

高
齢
短
時
間
勤
務
（
一
九
八
八
年
〜
、
連
邦
官
吏
法
一
五
三
ｈ
条

。

③

要
件
の
定
め
の
な
い
短
時
間
勤
務
（
一
九
八
〇
年
〜
、
連
邦
官
吏
法
一
五
三
ｆ
条

：

こ
れ
は
当
初
、
雇
用
政
策
的
観
点
か

ら
の
時
限
立
法
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
七
年
の
公
勤
務
法
改
革
法
に
よ
り
、
官
吏
の
申
請
に
基
づ
く
要
件
の
定
め
の
な
い
短

時
間
勤
務
と
し
て
一
般
化
さ
れ
た
。

こ
こ
で
い
う
短
時
間
勤
務
官
吏
と
は
、
当
人
の
申
請
に
基
づ
く
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
か
ら
の
移
行
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
州
レ
ヴ
ェ

ル
で
は
、
一
六
州
中
一
〇
州
が
当
初
か
ら
短
時
間
勤
務
（E

in
stellu

n
g
steilzeit

）
と
し
て
官
吏
を
任
用
す
る
制
度
を
導
入
し
て
い
た
。

し
か
し
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
か
か
る
任
用
制
度
を
採
用
し
た
ヘ
ッ
セ
ン
州
法
を
ボ
ン
基
本
法
の
定
め
る
「
職
業
官
吏
制
度
の
伝
統

的
諸
原
則
」
に
抵
触
す
る
と
判
決
し
た
（
二
〇
〇
〇
年
三
月

。
こ
れ
を
受
け
て
二
州
が
こ
の
制
度
を
廃
止
し
た
。
残
る
八
州
は
、
二
〇

〇
六
年
な
い
し
二
〇
〇
七
年
ま
で
の
時
限
法
律
と
す
る
に
至
っ
て
い
る
（B

M
I 2001b

：
15

。
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さ
て
、
連
邦
内
務
省
が
公
刊
し
た
連
邦
短
時
間
勤
務
制
に
つ
い
て
の
解
説
書
に
よ
れ
ば
、
連
邦
官
吏
の
短
時
間
勤
務
制
拡
大
が
も
た

ら
す
メ
リ
ッ
ト
と
は
、
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。

①

職
業
生
活
と
私
的
生
活
と
の
両
立

こ
こ
で
い
う
私
的
生
活
と
は
、
短
時
間
勤
務
制
が
導
入
さ
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
育
児
の
み
な
ら
ず
、
高
齢
や
病
気
に
よ
る
家
族

の
介
護
も
含
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
近
年
短
時
間
勤
務
制
が
必
要
な
理
由
と
し
て
増
加
し
て
い
る
の
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
広
く
地

域
社
会
と
関
わ
る
活
動
で
あ
る
。

②

職
業
生
活
と
の
つ
な
が
り
の
維
持

こ
れ
は
、

家
庭
の
時
期
（F

a
m
ilien

p
h
a
se

、
人
生
の
う
ち
で
子
育
て
や
介
護
等
に
多
く
の
時
間
を
費
や
す
時
期
の
意

」
を
過
ぎ
て
も
、

職
業
生
活
に
本
格
的
に
復
帰
し
た
い
と
い
う
欲
求
を
満
た
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
職
業
生
活
を
通
じ
た
自
己
実
現
と

い
う
一
般
的
欲
求
と
並
ん
で
、
昇
進
に
関
す
る
不
利
益
の
回
避
と
い
う
欲
求
も
含
ま
れ
る
。

③

雇
用
主
と
し
て
の
連
邦
行
政
機
関
側
の
理
由

雇
用
主
と
し
て
の
連
邦
行
政
機
関
に
と
っ
て
も
、
短
時
間
勤
務
制
に
は
数
多
く
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
第
一
に
、
専
門
的
知
識
・
技

術
を
備
え
た
有
能
な
官
吏
を
失
わ
ず
に
す
む
こ
と
、
第
二
に
、
行
政
需
要
の
増
減
に
応
じ
て
人
材
を
柔
軟
に
配
置
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
こ
と
、
第
三
に
、
窓
口
業
務
な
ど
に
短
時
間
勤
務
の
公
勤
務
員
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
満
足
度
を
向
上
さ
せ
う
る
こ

と
、
第
四
に
、
人
事
異
動
を
少
な
く
で
き
る
こ
と
、
第
五
に
、
雇
用
政
策
的
観
点
で
は
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
が
可
能
に
な
る
こ
と
、

そ
し
て
、
最
後
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
公
勤
務
員
の
勤
労
意
欲
の
維
持
・
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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表 5：ドイツの行政区分ごとにみたフルタイムの公勤務員と

短時間勤務の公勤務員

連邦 州 自治体 計

官吏・裁判官（フルタイム） 129,967 1,245,072 175,679 1,550,718

同上（短時間勤務） 11,787 272,454 24,254 308,495

事務員（フルタイム） 98,361 787,203 921,901 1,807,465

同上（短時間勤務） 22,857 278,828 336,926 638,611

労務者（フルタイム） 76,684 123,569 344,135 544,388

同上（短時間勤務） 8,016 23,230 135,016 166,262

公勤務員全体（フルタイム） 305,012 2,155,844 1,441,715 3,902,571

公勤務員全体（短時間勤務） 42,660 574,512 496,196 1,113,368

（Statistisches Bundesamt2003)

表 6：ドイツの行政区分ごとにみた短時間勤務の

公勤務員における女性の割合

連邦 州 自治体 計

官吏・裁判官（短時間勤務） 11,787 272,454 24,254 308,495

うち女性 5,529 225,429 19,610 250,568

事務員（短時間勤務） 22,857 278,828 336,926 638,611

うち女性 19,644 217,840 303,716 541,200

労務者（短時間勤務） 8,016 23,230 135,016 166,262

うち女性 4,648 18,154 112,258 135,060

公勤務員全体（短時間勤務） 42,660 574,512 496,196 1,113,368

うち女性 29,821 461,423 435,584 926,828

(Statistisches Bundesamt2003)
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三

次
に
、
か
か
る
三
種
類
の
短
時
間
勤
務
が
ど
の
よ
う
に
浸
透
し
て
い
る
か
を
み
て
み
よ
う
。
表
５
は
、
ド
イ
ツ
の
行
政
区
分

（
連
邦
・
州
・
地
方
自
治
体
）
ご
と
に
み
た
フ
ル
タ

9
イ
ム
の
公
勤
務
員
（
官
吏
・
事
務
員
・
労
務
者
）
と
短
時
間
勤
務
の
公
勤
務
員
（
官

吏
・
事
務
員
・
労
務
者
）
と
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
（
調
査
時
期
は
二
〇
〇
二
年
六
月
三
〇
日
。
以
下
、
同
じ

。

こ
の
統
計
か
ら
一
目
瞭
然
で
あ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
公
勤
務
制
は
、
既
に
、
任
期
の
定
め
の
な
い
フ
ル
タ
イ
ム
の
職
員
だ
け
で
占

め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（D

erlien
 
1999 ：

14

。
実
際
に
は
、
連
邦
・
州
・
地
方
自
治
体
に
勤
務
す
る
全
公
勤
務
者
の
う
ち
二

五
％
以
上
が
短
時
間
勤
務
職
員
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
的
地
位
に
よ
っ
て
差
違
は
あ
る
も
の
の
、
官
吏
・
事
務
員
・
労
務
者
の
い

ず
れ
に
お
い
て
も
短
時
間
勤
務
職
員
が
一
定
割
合
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
、
予
算
上
の
制
約
に
よ
り
、
公
勤
務
員
数

全
体
が
抑
制
基
調
で
あ
る
の
に
対
し
、
短
時
間
勤
務
の
公
勤
務
員
は
、
減
少
し
た
時
期
も
あ
る
も
の
の
明
ら
か
に
増
加
基
調
で
あ
る

（H
ein
em
a
n
n 2002 ：

95

。

四

次
に
、
短
時
間
勤
務
の
公
勤
務
員
に
お
け
る
女
性
の
割
合
を
示
し
て
い
る
の
が
表
６
で
あ
る
。
公
勤
務
員
全
体
の
八
三
％
程
度

が
女
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
行
政
レ
ヴ
ェ
ル
に
よ
っ
て
差
違
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
も
み
て
と
れ
る
傾
向
で
あ
り
、

女
性
の
公
勤
務
員
に
と
っ
て
短
時
間
勤
務
が
重
要
な
勤
務
形
態
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
女
性
数
が
最
も
多
い
短
時
間
勤
務
職
員

は
、
法
的
地
位
の
区
分
で
い
え
ば
事
務
員
で
あ
る
。

五

第
三
に
、
表
７
は
、
短
時
間
勤
務
の
官
吏
が
ど
の
ラ
ン
ク
（
高
級
職
、
上
級
職
、
中
級
職
、
初
級
職
）
に
多
く
存
在
す
る
か
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
短
時
間
勤
務
官
吏
が
最
も
多
く
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、
大
学
入
学
資
格
を
認
め
ら
れ
る
学
校
教
育
等
を

受
け
た
も
の
が
就
任
で
き
る
上
級
職
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
上
級
職
が
多
く
配
置
さ
れ
る
基
礎
学
校
（G

ru
n
d
sch

u
le

、
基
幹
学
校

（H
a
u
p
tsch

u
le

、
実
科
学
校
（R

ea
lsch

u
le

）
と
い
っ
た
教
育
部
門
に
お
い
て
、
短
時
間
勤
務
官
吏
が
多
い
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
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六

最
後
に
、
局
長
や
事
務
次
官
な
ど
本
省
幹
部
級
職
員
へ
の
途
が
開
か
れ

て
い
る
高
級
職
官
吏
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
短
時
間
勤
務
官
吏
が
存
在
す
る
か

を
示
し
た
の
が
、
表
８
で
あ
る
。

表
７
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
幹
部
級
職
員
に
相
当
す
る
高
級
職
官
吏
に
は
全

体
と
し
て
短
時
間
勤
務
官
吏
が
少
な
い
。
彼
ら
の
業
務
内
容
が
、
非
定
型
的
・

非
ル
ー
テ
ィ
ン
的
な
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を

え
る
と
、
短
時
間
勤
務
と
い
う
勤

務
形
態
で
こ
れ
を
十
分
に
担
う
こ
と
は
難
し
い
と
も

え
ら
れ
る
。
他
方
で
、

二
〇
〇
一
年
一
一
月
に
成
立
し
た
「
連
邦
行
政
・
司
法
に
お
け
る
男
女
平
等
法

（G
esetz zu

r G
leich

stellu
n
g v

o
n F

ra
u
en u

n
d M

a
n
n
ern in d

er B
u
n
d
esv

er-

w
a
ltu
n
g u

n
d in d

en G
erich

ten d
es B

u
n
d
es,

2001 B
G
B
l.
1,
3234

」
に
は
、

管
理
職
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
も
、
職
務
上
差
し
迫
っ
た
事
情
が
な
い
限
り
、
短
時

間
勤
務
官
吏
の
登
用
の
途
が
開
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て

い
る
（
一
三
条

。

と
は
い
え
、
短
時
間
勤
務
で
あ
る
幹
部
級
職
員
は
例
外
的
現
象
で
あ
る
。
一

九
九
〇
年
代
中
頃
ま
で
は
、
か
か
る
連
邦
官
吏
は
若
干
の
連
邦
本
省
で
し
か
も

課
長
級
に
の
み
存
在
し
た
（
一
九
八
六
年
か
ら
一
九
八
八
年
の
間
で
は
六
名
の
課

長
、
一
九
八
九
年
か
ら
一
九
九
一
年
の
間
で
は
一
二
名
の
課
長

。
連
邦
本
省
別
の

網
羅
的
デ
ー
タ
は
存
在
し
な
い
が
、
例
え
ば
、
連
邦
防
衛
省
で
は
高
級
職
の
う

ち
九
・
三
％
（
一
九
九
七
年
六
月
末
日

、
連
邦
農
林
省
で
は
高
級
職
の
う
ち
九
・

表 7：官吏のランクごとにみた短時間勤務職員の割合

連邦 州 自治体 計

高級職全体 17,948 331,145 25,699 374,792

うち短時間勤務 2,162 62,905 2,878 67,945

上級職全体 41,620 670,162 90,884 802,666

うち短時間勤務 5,234 182,197 13,730 201,161

中級職全体 67,353 235,516 58,595 361,464

うち短時間勤務 4,205 26,935 7,609 38,749

初級職 3,093 8,418 501 12,012

うち短時間勤務 186 417 37 640

（Statistisches Bundesamt2003)
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一
％
が
短
時
間
勤
務
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
（L

o
rse 2001 ：

361

。
か
つ
て
は
、
幹
部
級
の
職
員
を
募
集
す
る
際
に
は
、
そ
の
要
件

と
し
て
「
短
時
間
勤
務
は
不
可
（n

ich
t teilzeitfa

h
ig

」
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。

連
邦
内
務
省
に
よ
れ
ば
、
比
較
的
大
き
な
官
署
（D

ien
ststelle

）
で
は
課
長
レ
ヴ
ェ
ル
の
短
時
間
勤
務
は
可
能
で
あ
る
が
、
小
さ
な

官
署
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（B

T
-D
ru
ck
sa
ch
e 13 /59911

。
た
だ
、
近
年
は
短
時
間
勤
務
の
管
理
職
が
微
増

し
て
お
り
、
例
え
ば
、
一
九
九
七
年
で
は
局
長
級
（B

-9

）
が
一
名
、
部
長
級
（B

-6

）
が
四
名
（
そ
の
う
ち
男
性
が
三
名
、
女
性
は
一
名
）

で
あ
っ
た
と
い
う
。

七

以
上
の
分
析
か
ら
、
ド
イ
ツ
で
は
、
日
本
と
対
照
的
に
、
助
っ
人
型
で
あ
る
任
期
付
官
吏
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
一
方
、
Ｄ

Ｈ
型
で
あ
る
短
時
間
勤
務
官
吏
の
制
度
が
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
し
か
も
、
図
１
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
一

九
九
七
年
以
降
、
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
の
短
時
間
勤
務
官
吏
は
法
改
正
以
前
に
比
べ
さ
ら
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
は
、
要
件
の
定
め
な

き
短
時
間
勤
務
官
吏
制
度
の
導
入
に
よ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

連
邦
内
務
省
が
公
勤
務
制
度
改
革
法
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め
た
報
告
書
（
二
〇
〇
一
年
）
は
、
短
時
間
勤
務
制
度
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。
曰
く
、

短
時
間
勤
務
に
関
す
る
新
し
い
法
規
定
は
、
総
じ
て
成
果
を
上
げ
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ

れ
た
。
一
九
九
五
年
以
降
、
短
時
間
勤
務
の
公
勤
務
員
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
は
、
法
規
定
の
拡
大
が
公
勤
務
員
に
受
容
さ
れ
た
こ
と

を
示
し
て
お
り
、
柔
軟
な
労
働
時
間
モ
デ
ル
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」

B
M
I 2001b

：
16

。

第
二
章

ド
イ
ツ
に
お
け
る
短
時
間
勤
務
官
吏
拡
大
の
経
緯

一

前
章
で
述
べ
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
短
時
間
勤
務
官
吏
数
増
大
の
要
因
の
一
つ
は
、
当
該
制
度
を
利
用
し
た
い
と
す
る
官
吏
側
の

需
要
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
短
時
間
勤
務
官
吏
の
適
用
範
囲
を
徐
々
に
拡
大
し
て
き
た
連
邦
法
律
の
改
正
が
挙
げ
ら
れ
る
。
敷
衍
す
れ

16
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表 8：高級職官吏のランクごとにみた短時間勤務職員

連邦 州 自治体 計

B-11～B-1（フルタイム） 3,016 14,933 3,315 21,264

同上（短時間勤務） 263 465 30 758

A-16（フルタイム） 2,225 27,077 2,848 32,150

同上（短時間勤務） 161 1,598 146 1,905

A-15（フルタイム） 7,936 58,931 5,009 71,876

同上（短時間勤務） 866 7,927 592 9,385

A-14（フルタイム） 10,516 74,152 6,813 91,481

同上（短時間勤務） 663 22,165 1,543 24,371

A-13（フルタイム） 5,369 62,822 4,793 72,984

同上（短時間勤務） 209 30,750 567 31,526

（Statistisches Bundesamt 2003)

注記：表9中，Bの俸給表は日本でいえば指定職俸給表に相当し，固定号俸である（例：B-

11が事務次官，B-3が本省課長級（Referatsleiter))。これに対し，Aの俸給表には昇級がある

（例：A-16が日本でいえば準課長（室長）に相当する本省参事官（Ministerialrat))。高級職

は，A-13からスタートする。

（Statistisches Bundesamt2003)
注記：図1中，連邦短時間勤務官吏数の単位は1,000人である。また，各年度の調査時期

は6月30日である。

図 1：1991年以降の連邦における短時間勤務官吏の増減
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ば
、
前
章
⑵
二
③
に
お
い
て
述
べ
た
要
件
の
な
い
短
時
間
勤
務
官
吏
は
、
突
如
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
要
件
の
定
め
な

き
短
時
間
勤
務
官
吏
制
度
が
導
入
さ
れ
る
以
前
に
は
、
雇
用
政
策
的
観
点
か
ら
の
短
時
間
勤
務
官
吏
を
許
容
す
る
（
時
限
）
立
法
が
数

度
に
わ
た
っ
て
延
長
さ
れ
た
。
し
か
も
、
そ
の
た
び
に
、
短
時
間
勤
務
官
吏
の
適
用
範
囲
・
期
限
延
長
が
な
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ

る
。と

は
い
え
、
こ
う
し
た
度
重
な
る
制
度
改
正
で
す
ら
、
要
件
の
定
め
な
き
短
時
間
勤
務
官
吏
の
創
設
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
確

か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
な
し
崩
し
的
に
制
度
拡
張
し
て
き
た
と
い
う
事
実
だ
け
を
も
っ
て
要
件
の
定
め
な
き
短
時
間
勤
務
官
吏
制
度

の
創
設
を
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
要
件
の
定
め
な
き
短
時
間
勤
務
官
吏
制
度
の
創
設
を
導
い
た
真
の
要
因
を

探
る
こ
と
に
す
る
。

二

さ
て
、
雇
用
政
策
的
観
点
か
ら
の
短
時
間
勤
務
官
吏
は
、
一
九
七
〇
年
代
中
頃
か
ら
検
討
さ
れ
は
じ
め
、
一
九
八
〇
年
に
時
限

立
法
と
し
て
導
入
さ
れ
た
（
以
下
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、H

ein
em
a
n
n 2002 ：

158

。
そ
の
導
入
の
最
も
大
き
な
理
由
は
、
一
九
七
五
年

以
降
児
童
・
生
徒
数
が
減
少
す
る
中
、
教
員
志
望
者
が
過
剰
に
な
っ
た
こ
と
へ
の
臨
時
的
対
応
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
族
政
策
的
な
観

点
以
外
の
短
時
間
勤
務
官
吏
は
、
特
定
の
公
務
領
域
へ
の
志
願
者
が
過
剰
で
あ
る
と
い
う
「
例
外
的
状
況
（A

u
sn
a
h
m
esitu

a
tio
n

」

に
対
応
す
る
た
め
の
臨
時
的
措
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
雇
用
政
策
的
観
点
か
ら
の
短
時
間
勤
務
官
吏
制
度
の
拡
大
は
、
一
九
八
四
年
、
一
九
八
九
年
、
一
九
九
四
年
と
三
次
に
わ

た
っ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
表
10
は
、
各
年
に
お
い
て
雇
用
政
策
的
観
点
か
ら
の
短
時
間
勤
務
官
吏
が
許
容
さ
れ
た
理
由
、

短
時
間
勤
務
官
吏
と
し
て
の
勤
務
が
許
容
さ
れ
る
期
限
、
及
び
当
該
時
限
立
法
の
失
効
期
限
を
示
し
て
い
る
。

一
九
八
〇
年
当
初
は
、
短
時
間
勤
務
官
吏
が
導
入
さ
れ
る
領
域
を
、
も
っ
ぱ
ら
（
あ
る
い
は
主
と
し
て
）
公
務
に
就
く
た
め
の
教
育

を
受
け
た
志
願
者
（
特
に
教
員
）
が
過
剰
な
領
域
に
限
定
す
る
と
い
う
規
定
（
い
わ
ゆ
る
「
独
占
条
項
（M

o
n
o
p
o
lk
ra
u
sel

）
が
存
在
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し
た
。
し
か
し
、
一
九
八
四
年
に
は
か
か
る
条
項
が
廃
止
さ
れ
、
短
時
間
勤
務
官
吏
を
雇
用
す
る

「
差
し
迫
っ
た
公
益
（d

rin
g
en
d
es o

ffen
tlich

es In
teresse

」
が
存
在
す
る
と
い
う
例
外
的
状
況
が

認
め
ら
れ
る
領
域
に
ま
で
、
雇
用
政
策
的
観
点
か
ら
の
短
時
間
勤
務
官
吏
の
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ

た
。
一
九
八
九
年
改
正
法
で
も
、
労
働
市
場
の
後
退
や
児
童
・
生
徒
数
の
さ
ら
な
る
減
少
を
受
け

て
、
短
時
間
勤
務
官
吏
が
可
能
と
さ
れ
る
期
限
が
延
長
さ
れ
る
な
ど
の
改
正
が
な
さ
れ
た
。
一
九
九

四
年
改
正
法
で
は
、
短
時
間
勤
務
官
吏
を
導
入
す
る
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
て
き
た
雇
用
政
策
的
観
点

が
法
律
上
明
示
さ
れ
た
ほ
か
、
短
時
間
勤
務
官
吏
が
可
能
と
な
る
期
限
の
さ
ら
な
る
延
長
や
そ
の
恒

久
化
（
そ
の
時
限
立
法
的
性
格
の
見
直
し

、
さ
ら
に
は
雇
用
政
策
的
観
点
か
ら
の
短
時
間
勤
務
官
吏

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
追
加
し
て
、
志
願
者
が
過
小
な
（B

ew
erb

erm
a
n
g
el

）
公
務
領
域
に
つ
い
て
も

短
時
間
勤
務
官
吏
が
可
能
に
な
っ
た
。

な
お
、
こ
の
段
階
に
至
る
と
、
短
時
間
勤
務
官
吏
が
ド
イ
ツ
の
官
吏
制
度
な
い
し
は
「
官
吏
の
伝

統
的
諸
原
則
」
の
空
洞
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
指
摘
、
あ
る
い
は
管
理
職
に
短
時
間
勤
務
官
吏
を
導

入
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
批
判
、
さ
ら
に
は
短
時
間
勤
務
の
官
吏
に
は
業
務

精
励
の
姿
勢
が
失
わ
れ
個
人
的
利
益
の
追
求
に
走
る
と
い
う
懸
念
が
、
必
ず
し
も
的
を
射
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
が
実
証
研
究
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う
（H

ein
em
a
n
n 2002 ：

10

172

。

三

以
上
の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
な
ぜ
ド
イ
ツ
で
は
短
時
間
勤
務
官
吏
制
度
が
普
及
す
る
に
至
っ

た
の
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
労
働
経
済
市
場
の
特
殊
な
事
情
（
具
体
的
に
は
、
教
員

志
望
者
の
増
大
と
労
働
市
場
の
縮
小
）
を
背
景
と
し
た
経
路
依
存
的
な
説
明
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か

表 9：雇用政策的観点からみた短時間勤務官吏制度の変遷

80年改正法 84年改正法 89年改正法 94年改正法

根 拠 志願者過剰 差し迫った公益 同左 雇用政策

期 限 8年 10年 15年 15-20年

失効期限 1985年末 1990年末 1996年末 期限設定なし

（Heinemann2002をもとに筆者作成)
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し
他
方
で
、
一
九
九
四
年
段
階
で
す
ら
、
要
件
の
定
め
の
な
い
短
時
間
勤
務
官
吏
制
度
の
創
設
が
「
な
お
時
期
尚
早
」
と
し
て
見
送
ら

れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（B

T
-D
ru
ck
sa
ch
e 12 /6479

。
雇
用
政
策
的
観
点
か
ら
、
な
し
崩
し
的
に
短
時
間

勤
務
官
吏
の
適
用
範
囲
を
拡
張
し
て
き
た
ド
イ
ツ
で
す
ら
、
要
件
の
定
め
の
な
い
短
時
間
勤
務
官
吏
制
度
の
創
設
に
は
さ
ら
な
る

d
riv
in
g fo

rce

が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
筆
者
が
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
に
関
す
る
日
独
両
国
の
対
応
の
違
い
を
説
明
す
る
変
数
と
し
て
注
目
す
る
の
は
、
ド

イ
ツ
の
場
合
、
要
件
の
定
め
な
き
短
時
間
勤
務
官
吏
制
度
を
導
入
し
た
一
九
九
七
年
改
正
が
Ｎ
Ｐ
Ｍ
型
行
政
改
革
（
特
に
能
力
・
実
績

主
義
的
な
公
務
員
制
度
改
革
）
の
一
環
と
し
て
進
め
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
日
本
の
場
合
、
そ
う
し
た
改
革
と
の
連
動
性
を
欠
い
た
ま

ま
別
個
の
改
革
と
し
て
進
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
で
は
、
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
の
多
様
化
に
関
す
る
改
革

は
、
単
に
職
業
生
活
と
私
的
生
活
と
の
両
立
や
雇
用
政
策
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
官
吏
の
業
務
遂
行
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
向
上

の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
そ
の
事
実
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

四

一
九
九
四
年
の
連
邦
議
会
選
挙
に
お
い
て
勝
利
し
た
コ
ー
ル
政
権
は
、
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
と
Ｆ
Ｄ
Ｐ
と
の
連
立
協
定
に
基
づ

き
、
翌
年
六
月
一
八
日
の
閣
議
決
定
に
お
い
て
、
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
の
行
政
改
革
を
検
討
す
る
第
三
者
機
関
で
あ
る
「〞
ス
リ
ム
な
国
家

審
議
会
（S

a
ch
v
ersta

n
d
in
g
en
ra
t
“S
ch
la
n
k
er S

ta
a
t”,
S
S
S

」
を
設
置
し
た
。
約
二
年
の
審
議
の
後
、
Ｓ
Ｓ
Ｓ
は
、
一
九
九
七
年
一

〇
月
六
日
に
一
五
項
目
に
も
及
ぶ
最
終
報
告
書
を
ま
と
め
る
に
至
っ
た
（
参
照
、
原
田
二
〇
〇
〇

。
こ
の
最
終
報
告
書
に
お
い
て
示
さ

れ
て
い
る
改
革
は
、
ド
イ
ツ
版
の
Ｎ
Ｐ
Ｍ
型
行
政
改
革
と
呼
ぶ
べ
き
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
公
勤
務
制
度
改
革
も
そ
の
改
革
項
目
の
一

つ
で
あ
り
、

人
事
管
理
と
業
績
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（P

erso
n
a
lfu
h
ru
n
g
 
u
n
d
 
L
eistu

n
g
sm
o
tiv
a
tio
n

」
と
題
さ
れ
て
い
る

（S
S
S 1998 ：

127

。

Ｓ
Ｓ
Ｓ
が
提
言
し
た
公
勤
務
員
制
度
改
革
に
つ
い
て
だ
け
も
、
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。
だ
が
、
そ
の
提
言
内
容
が
実
施
に
移
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さ
れ
た
も
の
の
う
ち
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
給
与
・
賞
与
の
面
に
能
力
・
実
績
主
義
的
視
点
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
改
革
で
あ
る
。

そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
①
「
継
続
し
て
顕
著
な
成
績
を
挙
げ
た
場
合
」
に
通
常
の
半
分
の
期
間
で
直
近
上
級
号
俸
に
昇
級
で
き
る
特
別

昇
給
制
度
や
、
②
「
特
に
顕
著
な
実
績
（L

eistu
n
g

」
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
「
実
績
ボ
ー
ナ
ス
（L

eistu
n
g
szu

sch
la
g

」
が
挙
げ

ら
れ
る
（
参
照
、
稲
葉
一
九
九
八

。
こ
の
一
連
の
改
革
は
、
諸
外
国
に
お
い
て
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
、
昇
級
・
昇
格
を
通
じ
て
公
務
員

の
有
す
る
潜
在
的
能
力
を
従
前
以
上
に
引
き
出
し
、
組
織
全
体
と
し
て
の
効
率
性
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
的
資
源
管
理

（H
u
m
a
n R

eso
u
rce M

a
n
a
g
em
en
t

）
改
革
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

五

こ
の
提
言
に
関
し
、
本
稿
の
視
点
か
ら
興
味
深
い
の
は
、
連
邦
内
務
省
に
よ
る
連
邦
官
吏
の
短
時
間
勤
務
制
度
に
関
す
る
パ
イ

ロ
ッ
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
一
九
九
六
年
実
施
）
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
当
該
制
度
の
拡
充
が
能
力
・
実
績
主
義
的
改
革
の
文
脈
の
な

か
で
提
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

報
告
書
曰
く
、

労
働
時
間
の
今
日
的
状
況
を
規
制
し
て
い
る
諸
規
定
は
、
職
務
上
の
利
益
や
効
率
的
及
び
責
任
あ
る
任
務
遂
行
に

支
障
が
な
い
限
り
、
業
務
遂
行
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
向
上
す
る
よ
う
（m

o
tiv
a
tio
n
sfo
rd
ern

d

、
労
働
時
間
を
決
定
す
る
際
に

従
来
以
上
の
自
己
責
任
の
幅
広
い
範
囲
が
許
容
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
審
査
さ
れ
、
ま
た
、
可
能
で
あ
る
限
り
か
か
る
方
向
で
改
正
さ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
短
時
間
勤
務
に
つ
い
て
の
既
存
の
制
約
は
、
さ
ら
に
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
私
経
済
的

な
、
短
時
間
勤
務
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
理
由
〔
例
え
ば
、
減
給
の
恐
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
短
時
間
勤
務
移
行
へ
の
た
め
ら
い
〕
が
何
な

の
か
が
、
当
事
者
の
協
力
を
仰
ぎ
な
が
ら
調
査
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
加
え
て
、
短
時
間
勤
務
に
移
行
す
る
に
あ
た
っ
て
の
障
害
が
、

可
能
な
限
り
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」

S
S
S 1998 ：

136.

括
弧
内

11
筆
者

。

ま
た
、
コ
ー
ル
政
権
が
Ｓ
Ｓ
Ｓ
に
よ
る
最
終
報
告
書
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め
た
報
告
書
（B

T
-D
ru
ck
sa
ch
e 13 /11111

）
に

お
い
て
も
、
短
時
間
勤
務
制
と
公
勤
務
員
の
業
務
遂
行
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
と
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
し
た
一
節
が
あ
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る
。
曰
く
、

現
代
の
人
事
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
手
段
と
の
関
係
で
は
、
職
員
の
業
務
遂
行
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
強
化
す
る
こ
と
は

重
要
な
目
的
で
あ
る
。
職
員
が
自
ら
の
労
働
時
間
を
彼
の
職
場
に
お
け
る
要
請
と
彼
の
家
族
に
お
け
る
要
請
の
双
方
に
適
合
さ
せ
る
こ

と
も
ま
た
、
…
…
〔
新
し
く
導
入
さ
れ
る
人
事
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
と
同
様
に
〕
重
要
な
礎
石
で
あ
る
。
故
に
、
連
邦
政
府
は
、
短
時
間

勤
務
の
促
進
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
」

括
弧
内
筆
者

。

さ
ら
に
、
こ
の
点
に
関
し
て
興
味
深
い
の
は
、
当
時
、
野
党
の
地
位
に
あ
っ
た
Ｓ
Ｐ
Ｄ
や
緑
の
党
／
連
帯
’90
も
Ｓ
Ｓ
Ｓ
と
同
様
の
観

点
か
ら
短
時
間
勤
務
官
吏
の
拡
充
に
賛
意
を
表
明
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
（B

T
-D
ru
ck
sa
ch
e 13 /2364 ；

13 /2206

。
一
九
九
八
年
の

連
邦
議
会
選
挙
後
発
足
し
た
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
を
中
心
と
す
る
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
政
権
に
お
い
て
も
、
行
政
の
モ
ダ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（M

o
d
er-

n
isieru

n
g

）
の
一
項
目
と
し
て
短
時
間
勤
務
制
度
の
拡
充
が
挙
げ
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（B

u
n
d
esreg

ieru
n
g
 
1999 ：

19

20

。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
に
関
し
て
日
独
が
異
な
る
方
向
性
を
選
択
し
つ
つ
あ
る
こ
と
（
一
方
は
「
助
っ
人
型
」
を

重
視
、
他
方
は
「
Ｄ
Ｈ
型
」
を
重
視
）
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
に
つ
い
て
の
改
革
が
能
力
・
実
績
主
義

的
な
公
務
員
制
度
改
革
と
連
動
し
て
い
た
か
否
か
が
、
両
国
の
方
向
性
に
決
定
的
な
差
違
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き

た
。ド

イ
ツ
で
は
、
一
九
九
七
年
に
お
け
る
要
件
な
き
短
時
間
勤
務
官
吏
制
度
の
創
設
が
、
官
吏
の
職
務
遂
行
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
向
上
の
一
手
段
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
か
つ
、
能
力
・
実
績
志
向
の
Ｎ
Ｐ
Ｍ
型
公
務
員
制
度
改
革
の
文
脈
の
な
か
で
推
進

さ
れ
て
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、
要
件
の
定
め
な
き
短
時
間
勤
務
官
吏
制
度
に
は
、
様
々
な
事
情
か
ら
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
が
困
難
で
あ
る

（
あ
る
い
は
こ
れ
を
望
ま
な
い
）
官
吏
か
ら
職
務
遂
行
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
継
続
的
に
調
達
す
る
こ
と
で
、
任
用
・
給
与
面
に
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お
け
る
能
力
・
実
績
に
基
づ
い
た
人
事
管
理
の
下
支
え
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
要
件
の

定
め
な
き
短
時
間
勤
務
制
度
の
採
用
が
当
該
制
度
を
利
用
す
る
（
あ
る
い
は
利
用
し
た
い
と

え
る
）
官
吏
の
職
務
遂
行
に
対
す
る
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
に
ど
の
程
度
資
す
る
の
か
は
、
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
の
実
証
研
究
に
待
つ
ほ
か
は
な
い
。

他
方
、
日
本
に
お
い
て
も
、
省
庁
再
編
直
後
か
ら
Ｎ
Ｐ
Ｍ
を
意
識
し
た
能
力
・
実
績
主
義
型
の
公
務
員
制
度
改
革
が
構
想
さ
れ
た
。

し
か
し
、
能
力
等
級
制
度
の
創
設
に
基
づ
い
た
任
用
・
給
与
制
度
の
改
革
と
任
用
・
勤
務
形
態
の
多
様
化
に
関
す
る
改
革
と
は
、
異
な

る
部
局
（
内
閣
官
房
行
政
改
革
推
進
事
務
局
公
務
員
制
度
等
改
革
推
進
室
と
総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
・
人
事
院
職
員
福
祉
局
）
か
ら
原

案
が
作
成
・
提
出
さ
れ
、
そ
の
後
も
全
く
接
点
を
見
い
だ
さ
ぬ
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
日
本
の
場
合
、
制
度
創
設
段
階

に
お
い
て
、
既
存
の
職
員
の
業
務
遂
行
に
対
す
る
継
続
的
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
調
達
の
手
段
と
し
て
短
時
間
勤
務
制
度
が
捉
え
ら
れ
る

こ
と
は
、
つ
い
に
な
か
っ
た
。
短
時
間
勤
務
制
導
入
の
必
要
性
を
示
唆
す
る
人
事
院
・
多
様
な
勤
務
形
態
に
関
す
る
研
究
会
に
よ
る

「
中
間
取
り
ま
と
め
」
で
す
ら
、
か
か
る
視
点
は
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
別
稿
（
原
田
二
〇
〇
三
）
で
論
じ
た
よ
う
に
、
今
回

の
日
本
に
お
け
る
公
務
員
制
度
改
革
案
が
、
内
閣
官
房
行
政
改
革
推
進
事
務
局
主
導
の
も
と
で
き
わ
め
て
短
時
間
の
う
ち
で
ま
と
め
ら

れ
た
た
め
、

能
力
・
実
績
主
義
」
の
中
身
が
狭
く
捉
え
ら
れ
が
ち
に
な
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
実
例
に
鑑
み
れ
ば
、

公
務
員
制
度
改
革
が
い
っ
た
ん
振
り
出
し
に
戻
っ
た
現
在
、
能
力
・
実
績
主
義
を
幅
広
く
再
定
位
し
た
上
で
、
多
様
な
任
用
・
勤
務
形

態
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
余
地
が
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
本
稿
が
取
り
上
げ
な
か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
簡
潔
に
論
じ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、

助
っ
人
」
型
の
採
用
に
関
す
る
日

独
の
対
応
の
相
違
は
ど
の
よ
う
な
原
因
に
基
づ
く
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
が
連
邦
官
吏
の
任
期
付
任
用
に
つ
い
て
消
極
的
な
の
は
、
時
の
政
権
に
よ
る
「
筋
違
い
な
」
影
響
が

官
庁
内
部
に
及
ん
で
し
ま
う
と
懸
念
す
る
た
め
で
あ
る
。
別
稿
（
原
田
二
〇
〇
〇
）
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
場
合
、
本
省
局
長

級
以
上
の
連
邦
官
吏
に
つ
い
て
は
「
一
時
休
職
制
度
」
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
通
常
、
彼
ら
は
政
治
的
任
命
職
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
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る
。
現
在
の
制
度
は
、
官
僚
の
政
治
的
応
答
性
と
専
門
技
術
性
と
を
両
立
さ
せ
る
点
で
最
適
だ
と

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
ド
イ
ツ
で
は
、
高
度
の
専
門
知
識
・
経
験
や
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
官
吏
が
必
要
と
な
る
場
合
、
本
省
内
部
の
み
な
ら
ず
外
部

（
例
え
ば
州
政
府
）
か
ら
有
能
な
官
吏
を
リ
ク
ル
ー
ト
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
官
吏
制
度
は
想
像

す
る
ほ
ど
閉
鎖
的
な
組
織
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
ド
イ
ツ
で
は
、
任
期
付
任
用
制
度
に
つ
い
て
は
、
党
派
性
が
本
省
内
部
に

必
要
以
上
に
浸
透
す
る
と
い
う
懸
念
が
存
在
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
必
要
性
も
さ
ほ
ど
感
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

他
方
で
、
日
本
の
場
合
、
任
期
付
任
用
制
度
が
必
要
と
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
当
該
制
度
創
設
に
携
わ
っ
た
担
当
者
に
よ
っ
て

詳
し
く
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
ド
イ
ツ
で
指
摘
さ
れ
た
「
筋
違
い
な
影
響
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
あ
た
ら
な

い
。

民
間
」
か
ら
の
登
用
と
い
う
表
現
に
は
、
政
治
的
中
立
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
す
ら
見
え
隠
れ
す
る
。

助
っ
人
」
型
の
採
用
に
関

す
る
日
本
の
態
度
は
、
心
配
症
の
ド
イ
ツ
人
か
ら
す
れ
ば
や
や
ナ
イ
ー
ブ
と
写
る
だ
ろ
う
。

１

h
ttp
:
w
w
w
.g
y
o
u
k
a
k
u
.g
o
.jp

jim
u
k
y
o
k
u
h
o
u
sh
in
.p
d
f

（
な
お

同
サ
イ
ト
の
最
終
閲
覧
日
は

二
〇
〇
五
年
六
月
三
〇
日
で
あ
る

以
下
同
じ
）
な
お
、

能
力
・
実
績
主
義
的
な
人
事
評
価
と
密
接
に
関
係
す
る
給
与
制
度
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
五
（
平
一
七
）
年
五
月
に
な
っ
て
人
事
院
に
よ
る
制
度
改
正
が
行
わ
れ
て
い

る
。
参
照
、
人
事
院
二
〇
〇
五
。

２

幹
部
級
職
員
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
の
非
典
型
雇
用
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
執
政
部
に
よ
る
幹
部
級
公
務
員
の
「
政
治
任
用
」
の
問
題
と
し
て
別

個
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
参
照
、
人
事
院
二
〇
〇
四
ｂ：

第
一
部
。

３

報
告
書
３
に
お
い
て
も
、
本
稿
と
同
様
の
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。

４

ド
イ
ツ
（
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
）
の
場
合
、
政
治
的
任
命
職
に
相
当
す
る
の
は
、
各
省
局
長
級
以
上
の
官
吏
で
あ
り
「
政
治
的
官
吏
」
と
呼
ば
れ
る
約
四
〇
〇
名
（
そ
の

う
ち
本
省
事
務
次
官
・
局
長
の
ポ
ス
ト
は
約
一
三
〇
人
）
で
あ
る
。
こ
の
制
度
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
分
析
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。
参
照
、
原
田
二
〇

〇
〇：

第
二
部
第
一
章
。

５

本
稿
執
筆
は
、
二
〇
〇
二
（
平
一
四
）
年
四
月
二
五
日
に
総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
公
務
員
課
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
筆
者
へ
の
意
見
聴
取
を
契
機
と
し
て
い

る
。
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
の
多
様
化
に
つ
い
て

察
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
上
田
紘
二
・
公
務
員
課
長
（
肩
書
は
当
時
）
に
深
甚
の
謝
意
を
表
し

た
い
。

６

h
ttp
:
w
w
w
.k
eiza

i-sh
im
o
n
.g
o
.jp

m
in
u
tes

2005
0511

item
1.
p
d
f
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７

報
告
書
３
で
は
、
地
方
公
務
員
の
任
用
・
勤
務
形
態
の
多
様
化
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、

地
方
公
務
員
制
度
の
設
計
に
当
た
っ
て
は
、
国
家
公
務
員
制
度
と
の

衡
に
配
慮
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
が
、

中
略
）
地
方
公
務
員
に
し
か
な
い
制
度
又
は
国
の
み
に
存
す
る
制
度
も
既
に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
国
・
地
方
に
お
け
る
公

務
員
の
勤
務
実
態
の
差
違
な
ど
を
的
確
に
認
識
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
制
度
設
計
を
行
う
べ
き
」
と
述
べ
、
い
わ
ゆ
る
国
公
準
拠
が
今
や
公
務
員

制
度
改
革
に
と
っ
て
金
科
玉
条
の
ル
ー
ル
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
制
度
立
案
担
当
者
の
見
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
参
照
、
上
田
二
〇
〇
三
。

８

な
お
、
管
見
の
限
り
で
は
、
任
期
付
任
用
に
関
す
る
政
府
統
計
は
ド
イ
ツ
に
は
存
在
し
な
い
。

９

連
邦
労
働
時
間
令
の
改
正
に
よ
り
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
一
日
か
ら
は
連
邦
官
吏
の
一
週
間
当
た
り
の
通
常
勤
務
時
間
が
、
三
八
・
五
時
間
か
ら
週
四
〇
時
間
へ
と

変
更
さ
れ
て
い
る
。

10

H
ein

em
a
n
n
 
2002

に
は
、
こ
の
点
に
関
す
るU

.
B
a
ttis

な
ど
の
実
証
研
究
が
引
用
・
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
本
稿
脱
稿
段
階
ま
で
に
披
見
で
き
な

か
っ
た
。
他
日
に
期
し
た
い
。

11

Ｓ
Ｓ
Ｓ
に
よ
る
最
終
報
告
書
は
、
他
の
箇
所
で
も
、
短
時
間
勤
務
制
度
の
拡
充
を
公
勤
務
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
強
化
と
関
係
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。
参
照
、S

S
S

 
1998 ：
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参

文
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献
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